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コインパーキングの 
料金トラブルにご注意を

　1月1日にいつも利用している1日最大800円のコイン
パーキングへ駐車したら、高額な利用料金を請求され驚

きました。何かの間違いかと思い管理業者に問い合わせたとこ

ストーブは正しく使用しましょう
　寒い季節に活躍するストーブ。最近では器具そのものの安全
性は高まっていますが、使う人が取り扱い方法を誤ったり、注
意事項を守らなかったりしたことが原因で、多くの火災が発生
しています。市内でも、過去5年間で10件のストーブ火災が発
生しました。火災を防ぐため、次の点に注意して使用しましょう。
ストーブ火災防止のための注意点
◦使用前には必ず点検・整備をする
◦布団、カーテンの近くでは使用しない
◦新聞・雑誌などの可燃物を近くに置かない
◦洗濯物を乾かすなど乾燥機代わりにしない
◦外出・就寝・給油するときは消火する
◦給油中に灯油がこぼれたり、あふれたりしたときは、よく拭
き取りしばらくしてから点火する
◦カートリッジタンクのキャップは、確実に閉めたことを確認
してから持ち運ぶ
◦近くでスプレー缶など引火性の物を使用したり、置いたりし
ない
◦使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く

◦電源プラグやコードが傷んでいたら使用しない
◦灯油の保管は、灯油用ポリタンクなどの専用容器を使用し、
直射日光を避けて屋内で保管する
　また、いざというときのために消火器なども備えておきま
しょう。

※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

ろ、年末年始の特別料金になっていると言われました。よく見
ると利用料金案内の看板に、12月29日〜1月14日の特別料金
が記載されていました。仕方がないのでしょうか。

　コインパーキングは利用した時間分の料金を支払う時間
貸し駐車場です。駐車場によっては、休日料金と平日料

金が違っていたり、周辺でのイベント開催時などに特別料金を
設定したりすることがあります。駐車場の利用料金や利用条件
が分かりやすく表示してあれば問題ありませんが、実際には表
示が見づらく利用条件を誤解するといったトラブルが報告され
ています。事業者に問い合わせても、返金されない場合がほと
んどです。
　コインパーキングを利用する際は、入り口や精算機付近の利
用案内をよく見て、料金や利用条件をよく確認しましょう。看
板には1日最大料金とともに「1日限り」「1時間当たり○○円」
という表示がある場合がほとんどです。この場合、1日最大料
金は駐車後1日間または午前0時を過ぎると1日経過したとさ
れ、それ以降は1時間当たりの料金で計算されます。このため、
想定していた利用料金より高額になることがありますので気を
付けましょう。

※くわしくは消費生活センター（☎23-1161）へ。

1日最大800円
12/29～1/14
特別料金
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老後だけではありません
障がいを負ったときや一家の支え手が亡くなったときも、年金
を受給できる場合があります。今回は障害年金についてお知ら
せします。

　障害基礎年金は、国民年金加入中（加入していた人は60〜64
歳の期間も含む）に初診日がある病気やけがで一定の障がいを

負った人に支給されます。請求は、初診日から原則1年6カ月
以降（1年6カ月後が20歳未満のときは20歳以降）にできます。
　障害基礎年金を受給するには、障がいの状態が基準以上であ
り、次の保険料の納付に関する条件のいずれかを満たす必要が
あります。
保険料納付条件
◦初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付期間や免
除・猶予期間などが3分の2以上あること
◦初診日に65歳未満の人は、初診日の前々月までの直近1年
間に未納がないこと
　初診日が厚生年金加入中であるときは障害厚生年金の対象に
なります。
問い合わせ先

※くわしくは保険年金課（☎20-1547）へ。

切り替えて医療費を軽減
ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬の特許が切れた後に、
新薬と同じ有効成分で作られた薬です。ジェネリック医薬品を
使用することによって、一人一人の自己負担額が軽減されます。
特徴やメリットを理解して使ってみませんか。

ジェネリック医薬品とは
　新薬の特許期間が過ぎた後に販売される、新薬と同じ有効成
分、同等の効能・効果を持った薬です。
　ジェネリック医薬品の開発では、医薬品メーカーがさまざま
な試験を行っています。効き目や安全性が新薬と同等であると
証明されたものだけが、厚生労働大臣によって、ジェネリック
医薬品として承認されます。
どんなメリットがあるの
　新薬の開発には、長い歳月と1,000億円近くの費用が必要
で、薬の価格にはその莫

ばく
大
だい
な開発費用が反映されています。　

　ジェネリック医薬品は、すでに有効性や安全性が確認されて
いることから、開発費用が安く抑えられます。そのため、価格
が新薬と比べて3〜5割程度安く、ジェネリック医薬品に切り
替えることで自己負担額を減らせます。
　ただし、全ての病気・新薬に対してジェネリック医薬品があ

るわけではないため、切り替えできない場合もあります。まず
は医師または薬剤師に相談してください。
ジェネリック医薬品に関する差額通知
　市では「ジェネリック医薬品に関する差額通知」を12月下旬
にはがきで送付します。この通知は、処方を受けた薬をジェネ
リック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額がどれくらい安
くなるかをお知らせするものです。通知の対象は25歳以上の
国民健康保険加入者で、自己負担額が一定額以上軽減できると
見込まれる人です。
　通知を希望しない人は、12月7日㈮までに保険年金課（☎
20-1526）へ連絡してください。すでに連絡している人は必要
ありません。

※くわしくは同課へ。

ジェネリック医薬品

国民年金のサポート

国民年金加入中

第1号
被保険者 保険年金課☎20-1547

第3号
被保険者

ねんきんダイヤル（全国共通）
☎0570-05-1165

厚生年金加入中 ねんきんダイヤル（全国共通）
☎0570-05-1165

ジェネリックで
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